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平素より、農業委員会活動につきましては、格別のご理解とご協力を

賜り、厚くお礼申し上げます。 

本年７月の西日本豪雨においては、河川の氾濫や土砂崩れ等により、

尊い人命が奪われ、住宅をはじめ、道路や河川などの生活基盤に甚大な

被害を受けました。佐賀市においても、我々農業者の大切な農地や農業

用施設、農産物が被害を受け、農業者の生活や農業生産基盤等にも大き

な打撃を受けました。 

現在、国や県、市では、被災状況の把握、被災者への支援、被災地の

応急復旧等に全力で取り組んでおられるところでありますが、今回の深

刻な事態に対処するため、佐賀市におかれましては、さらに迅速かつ手

厚い復旧支援を賜りますようお願い申し上げます。 

さて、当農業委員会は、本年４月から新たな農業委員会へ制度移行し、

従来からの農業委員に加え、新たに農地利用最適化推進委員を設置して、

許認可業務だけでなく、「担い手への農地利用の集積」や「耕作放棄地

の発生防止・解消」、「新規就農、企業等の農業参入の促進」にも重点を

置き、農地利用の最適化に取り組んでいます。 

こうした中、市関係機関との連携・協力により、農地利用の集積や耕

作放棄地の発生防止・解消については、一定の成果が認められますが、

一方で、今回聴取した地域農業者の声の中には、近い将来、担い手不足
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や耕作放棄地増加などにより農業・農村集落の危機的な状況を危惧する

声が多数ありました。 

このため、佐賀市と佐賀市農業委員会は、これからの佐賀市の農業・

農村のあるべき姿を見据え、喫緊の課題解決に向けた取り組みを実行し

ていくことが重要であると考えます。 

つきましては、農業委員会等に関する法律第３８条第１項の規定に基

づき、地域農業者の声を踏まえ、農業・農村が抱える課題解決に向け、

今後の施策等に反映していただくよう下記６項目に関する意見書を提

出します。 

 

記 

 

１ 平成３０年７月豪雨における農業被害への支援について 

２ 農業振興策について 

３ 農地の整備・保全について 

４ 担い手の育成・確保について 

５ 有害鳥獣対策について 

６ 集落営農組織の法人化について 
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１ 平成３０年７月豪雨における農業被害への支援について 

平成３０年７月上旬、西日本各地に甚大な被害をもたらした豪雨は、

本市においても、農産物及び農業生産基盤に甚大な被害を与えた。農地

の冠水をはじめ、農業用水路の法面は崩落し、特に、中山間地域では、

農地や農道への土砂の流入に加え、農業用ハウスやイノシシ防護柵など

の農業関連設備にも甚大な被害が出ており、これらの復旧には、多大な

費用、労力及び時間を要すると思われる。 

今回の西日本を中心とした豪雨災害は「激甚災害」に指定されたが、

同時期に発生した他の台風災害等と一括しての指定であり、その対象範

囲は全国に及んでいるため、佐賀市内の復旧に係る農業者の費用負担の

軽減がどの程度図られるかを不安視する声が数多くある。 

このため、農業者からは一刻も早い復旧とその費用の負担軽減が望ま

れており、今回の西日本豪雨による農業被害への『迅速な復旧支援』と

復旧費用に係る『農業者の負担軽減』を強く要望する。 

 

 

２ 農業振興策について 

（１）水田農業の所得向上のための支援 

今年度より新たな米政策が始まり、行政による生産数量目標の配分

や米の直接支払交付金が廃止された。こうした国の農業政策の変化に
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より農業所得が減尐し、農業者の営農意欲は減退している。このこと

は、国内食糧の安定供給を担う日本農業の衰退につながるものと考え

る。 

このため、『米の直接支払交付金に代わる新たな交付金の創設』や

『産地交付金の増額』など、実効性のある施策を講じていただくよう

国、県へ要望されるとともに、市においても『水田農業の所得向上に

つながる支援策』を講じられたい。 

 

（２）中山間地域の特色を活かした振興策の推進 

中山間地域における農業については、農業者の高齢化や担い手不足が

極めて深刻な状況にあり、これに伴い、耕作放棄地が増加している。加

えて、雪害などの中山間地域特有の農業被害も発生しており、今後、中

山間地域農業の急速な衰退が危惧される。 

このため、「担い手の確保」、「収益性の高い農産物の普及推進」、「農

村集落への移住・定住の促進」など、『地域の特色を活かした多様な振

興策』を講じられるとともに、『雪害を受けた農業用ハウスへの補助制

度の創設』等の振興策を推進されたい。 

 

（３）農業資材購入費等への支援 

農産物の価格が低迷する中、農業資材や農薬、肥料、燃料などの高額

な必要経費に加え、今年度から米の直接支払交付金が廃止されたことに



5 

より、さらに農業経営が圧迫されており、農業者からは、「このままで

は、農業経営を継続できない。」との声が聞かれる。 

このため、農業経営の支援を目的とした『農業資材購入費等への支援

策』について検討されたい。 

 

（４）地産地消等の推進 

戦後、日本の農地及び農業者は減尐の一途をたどっており、日本農業

の衰退が叫ばれ始めて久しい。このままでは、国内の食糧自給率は、今

後さらに低下していくものと考える。 

このため、消費者に対する『日本農業の大切さの周知』に加え、農業

体験イベント等を通して地元農産物の購入意識を高めるなど、『地産地

消のさらなる推進』に努められたい。 

  

 

３ 農地の整備・保全について 

（１）暗渠排水設備改修への支援 

市内の多くの農地は、圃場整備後３０年以上が経過し、田面排水の機

能低下による麦・大豆等の農作物の品質低下や減収が問題となっている。 

現在、各土地改良区により暗渠排水の改修が計画的に行われているが、

国の補助金が平成２８年から減額されたことにより農家負担が増加し、

農業経営を圧迫する一因となっている。 
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一方、暗渠排水改修事業が設備の老朽化に追いついていない状況にあ

り、「事業規模の拡大」や「多面的機能支払交付金による改修」を望む

多くの農業者の声がある。 

このため、『予算拡充と農業者の負担軽減』及び『多面的機能支払交

付金の対象範囲の拡大』を、国、県に要望されたい。 

 

（２）農業用水路改修の促進 

近年、農業用水路の法面崩落やその危険性のある箇所が各所で見受け

られる。 

現在、国、県によるクリーク防災事業等が計画的に展開されているが、

農業者からの事業要望が十分に満たされていないため、農業者から、「農

地の排水や農作業に苦慮している。」との声がある。 

加えて、国、県の事業対象とならない小規模な水路も存在しており、

農業者はこの小規模水路の改修についても苦慮している。 

このため、国、県に対し、『クリーク防災事業等の拡大』及び『小規

模水路の事業対象化』を要望されたい。 

 

（３）農道整備の促進 

近年の農業用機械は、作業効率向上のため、農地間を移動する際の速

度が飛躍的に速くなっている。 
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しかしながら、農道の舗装等については、市道等と比較して大幅に整

備が遅れている状況にある。 

ついては、農作業の効率化と安全性の確保のため、『農道整備のさら

なる促進』を図られたい。 

 

 

４ 担い手の育成・確保について 

近年、農業者の高齢化や担い手不足などにより、貸付・売却希望農地

の受け手が減尐し、農業委員等によるあっせんも非常に難しい状況とな

っており、受け手が見つからないケースも見受けられる。 

特に、こうした状況は、中山間地域において顕著となっており、耕作

放棄地発生の一因にもなっている。 

今後、こうした状況はさらに加速していくものと考えられ、このまま

では農地の維持はもちろんのこと、農村集落の存続が危ぶまれるなど、

地域における担い手の育成・確保は喫緊の課題である。 

 このため、『若い農業者への支援の充実』や『新規就農者に対する支

援内容の周知』、『企業参入や外国人研修生の受入れの推進』など、多様

な方法により担い手の育成・確保につながる施策を早急に講じられたい。 

 

 

５ 有害鳥獣対策について 

有害鳥獣による農業被害については、市による捕獲対策等が講じられ
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ているものの、中山間地域におけるイノシシなどによる獣害に加え、市

全域でのカラス、カモを中心とした鳥害も数多く発生している。 

 特に、イノシシの侵入防止柵については、未設置箇所への新設に加え、

既存設備の補修や移設を必要とするものが数多くある。 

 さらに、国がジビエ振興を図る中、本市内での処理加工率は一定割合

に留まっており、捕獲したイノシシを有効活用するための振興策も必要

である。 

 このような中、有害鳥獣対策の一層の充実を図るため、イノシシの『駆

除期間の延長』や『鳥類駆除の強化』、イノシシ防護柵設置事業に係る

『補助要件の緩和』、イノシシ処理加工施設の整備や処理後の流通体制

の強化への『指導・支援』など、有害鳥獣対策全般の強化を検討された

い。 

 

 

６ 集落営農組織の法人化について 

集落営農組織の法人化については、国が中心となって推進されてきた

が、この間、実際に法人化した組織は尐ない。その要因として、集落営

農組織や農業者からは、「法人化とは、どういうものなのかよくわから

ない。」、「法人の設立及び運営に対する支援をして欲しい。」などの声が

ある。 
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このほか、「集落内に若い担い手がおらず、将来の展望が描けない中、

小規模な集落単位で法人化しても経営に行き詰まる心配がある。」、「複

数の集落営農組織を統合し、広域化して法人化すべき。」といった声も

ある。 

このため、集落営農組織の法人化については、『法人化の目的及びメ

リットのさらなる周知』、『法人設立・運営の支援強化』及び『広域化の

推進』を図られたい。 

 

 

平成３０年９月２８日  

 

佐賀市長 秀島 敏行 様 

 

佐賀市農業委員会会長 坂井 夫 


